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国
民
健
康
保
険�

短
期
保
険
証
制
度

短
期
保
険
証
制
度�
短
期
保
険
証
制
度�

ご

存

じ

で

す

か

？

�
国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
の

方
の
負
担
す
る
国
民
健
康
保
険
税

と
国
、
県
お
よ
び
町
の
負
担
金
で

運
営
し
て
い
ま
す
。

国
保
税
を
納
め
な
い
方
が
い
る

と
相
互
扶
助
の
制
度
が
成
り
立
た

な
く
な
る
と
と
も
に
、
国
民
健
康

保
険
自
体
の
運
営
が
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

加
入
者
の
方
々
の
公
平
な
負
担

の
た
め
に
、
国
保
税
に
未
納
が
あ

る
世
帯
に
は
短
期
保
険
証
制
度
を

適
用
し
て
い
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
平
成
17
年
度
の

場
合
、
保
険
証
の
定
期
更
新
日
で

あ
る
昨
年
の
11
月
１
日
ま
で
に
、

16
年
度
以
前
の
国
保
税
の
未
納
分

が
あ
る
場
合
に
は
、
未
納
が
な
く

な
る
ま
で
は
、
有
効
期
間
が
１
年

の
通
常
の
保
険
証
に
代
わ
り
、
３

か
月
の
短
期
保
険
証
を
発
行
す
る

と
い
う
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
短
期
保
険
証
は
３

か
月
ご
と
の
更
新
と
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
そ
の
都
度
保
険
年
金

課
お
よ
び
収
税
課
窓
口
に
て
、
納

税
と
納
付
相
談
を
し
て
い
た
だ
く

必
要
が
生
じ
ま
す
の
で
、
納
め
忘

れ
の
あ
る
方
は
、
な
る
べ
く
早
め

の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険

係

２
１
６
２

内�

問�
大
宮
社
会
保
険
事
務
所
職
員
に

よ
る
出
張
年
金
相
談
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
平
成
17
年
度
の
保
険

料
と
、
過
去
２
年
以
内
の
未
納
保

険
料
お
よ
び
過
去
10
年
以
内
の
追

納
保
険
料
（
保
険
料
免
除
、
若
年

者
納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の

承
認
を
受
け
た
方
が
対
象
）
な
ど

が
納
め
ら
れ
る
集
合
徴
収
も
行
い

ま
す
。

ご
相
談
の
際
に
は
、
年
金
手
帳

（
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
）
・
納

付
書
・
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
送

ら
れ
た
は
が
き
等
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。
そ
の
他
年
金
に
つ
い
て

疑
問
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時

２
月
22
日
�

13
時
〜
16
時

場
所

役
場
３
階
第
３
会
議
室

保
険
年
金
課
国
民
年
金
係

２
１
６
４

内�
問�

年金を受給されて
いる方の各種届け出

《こんなとき
こんな届け出を》

年金を受けている方には、

次のような届け出が必要にな

ります。年金を正しく受け取

るため、必ず届け出をしまし

ょう。

大宮社会保険事務所

�６５２－４７１１

問�

（注１）国民年金第１号被保険者期間のみの方の場合  �
（注２）旧国民年金法による年金を受給されていた方が亡くなった場合  �
（注３）旧国民年金法による年金（障害・母子・準母子・遺児・寡婦）を受給されていた方が亡くなった場合�

誕生日がきたとき�
住所や受取場所を変えるとき�
�
年金証書を汚したり、なくした
とき�
氏名が変わったとき�
２つ以上の年金を受ける権利が
できたとき�
就職・転職したとき�
�
失業給付・高年齢雇用継続給付
を受けるとき�
特別支給の老齢厚生年金を受け
ている方が、65歳になったとき�
66歳以後に支給を繰り下げて年
金を受け取りたいとき�
年金を受けている方が亡くなっ
たとき�
亡くなった方が受け取れるはず
であった年金が残っているとき�
遺族年金が受けられるとき�

年金受給権者現況届�
年金受給権者住所・支払機関
変更届�
年金証書再発行申請書�
�
年金受給権者氏名変更届�
年金受給選択届�
�
「年金手帳」を事業主に提出
（資格取得届）�
老齢厚生・退職共済年金受給
権者支払停止事由該当届�
国民年金・厚生年金保険老齢
給付裁定請求書�
老齢基礎・厚生年金支給繰下
げ請求書�
年金受給権者死亡届�
�
未支給年金・保険給付請求書�
�
遺族年金（給付）裁定請求書�

社会保険業務センター�
大宮社会保険事務所�
�
大宮社会保険事務所�
�
大宮社会保険事務所�
大宮社会保険事務所�
�
事業主から社会保険事務
所に�
大宮社会保険事務所�
�
社会保険業務センター�
�
大宮社会保険事務所�
伊奈町役場（注１）�
大宮社会保険事務所�
伊奈町役場（注２）�
大宮社会保険事務所�
伊奈町役場（注３）�
大宮社会保険事務所�

� �
届出を必要とするとき� 届出の種類� 届出先�

年

金

相

談

国民健康保険税８期
介 護 保 険 料８期

納期内の納付にご協力ください。

町税等の納付は、便利な口

座振替をご利用ください。口

座振替申込書は、納付書に綴
つづ

られているほか、役場収税課

窓口にあります。通帳・通帳

使用印をご持参のうえ、役場

収税課または取扱い金融機関

でお申し込みください。

※口座振替の開始は、申込月

の翌月末以降の納期分からと

なります。

収税課 ２１５６内�問�

納付期限２月２８日

町税等の納期の
お知らせ

納付は納期限までにお忘れなく

下水道事業受益者負担
金の納期のお知らせ
第４期　納付期限　２月28日

納付は納期限までにお忘れな

いようにお願いいたします。

都市整備課下水道管理

係 ２４３２内�

問�
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児
　
　
童
�

特
別
児
童
�
扶
養
手
当
を
支
給
し
ま
す

父
親
の
い
な
い
家
庭
や
、
父
親

が
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
家

庭
の
子
ど
も
の
母
、
ま
た
は
母
に

代
わ
っ
て
そ
の
子
ど
も
を
養
育
し

て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で

す
。
こ
の
手
当
を
受
け
ら
れ
る
の

は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

子
ど
も
を
育
て
て
い
る
場
合
で

す
。

・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
子
ど
も

・
父
が
死
亡
し
た
子
ど
も

・
父
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
子
ど
も

・
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
子

ど
も

・
父
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い

る
子
ど
も

・
父
が
法
令
に
よ
り
１
年
以
上
拘

禁
さ
れ
て
い
る
子
ど
も

・
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎

し
た
子
ど
も

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
手
当
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
申
請
す
る
方
や
子
ど
も
が
日
本

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き

・
申
請
す
る
方
が
公
的
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

◆
児
童
扶
養
手
当
と
は
？

・
子
ど
も
が
父
ま
た
は
母
の
死
亡

に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
子
ど
も
が
父
に
支
給
さ
れ
る
公

的
年
金
の
額
の
加
算
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
と
き

・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
等

（
母
子
生
活
支
援
施
設
な
ど
を

除
く
）に
入
所
し
て
い
る
と
き

※
平
成
10
年
３
月
31
日
以
前
に
手

当
の
支
給
要
件
に
該
当
し
た
も
の

の
、
手
当
の
申
請
を
せ
ず
、
か
つ
、

そ
の
間
に
手
当
の
支
給
要
件
に
該

当
し
な
い
要
件
が
発
生
し
な
か
っ

た
場
合
、
原
則
と
し
て
申
請
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
戸
籍
上
婚
姻
届
を
提
出

し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
（
内

縁
関
係
な
ど
）
も
手
当
受
給
の
対

象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
受
給

中
の
方
も
、
事
実
婚
の
実
態
が
判

明
し
た
場
合
、
手
当
を
返
還
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
支
給
額
（
全
額
支
給
の
場
合
）

１
人
�
月
額
４
１，

８
８
０
円

２
人
�
月
額
４
６，

８
８
０
円

３
人
目
以
降
�
月
額
に
３，

０
０

０
円
ず
つ
加
算

※
手
当
は
１
年
に
３
回
、
４
月

（
12
月
〜
３
月
分
）、
８
月
（
４
月

〜
７
月
分
）、
12
月
（
８
月
〜
11

月
分
）
に
４
か
月
分
ず
つ
支
払
わ

れ
ま
す
。

●
年
齢

18
歳
に
な
っ
た
年
の
年
度
末

（
３
月
31
日
）
ま
で
で
す
。
ま
た
、

一
定
の
障
害
の
あ
る
児
童
は
20
歳

に
な
る
ま
で
で
す
。

※
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に
か
か

わ
る
優
遇
制
度
が
あ
り
ま
す
。

（
Ｊ
Ｒ
通
勤
定
期
乗
車
券
の
割
引

制
度
な
ど
）

詳
し
く
は
役
場
健
康
生
活
課
ヘ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

一
定
の
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満

の
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
方
に
支

給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

・
申
請
す
る
方
や
子
ど
も
が
日
本

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き

・
子
ど
も
が
障
害
に
よ
る
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
等
に

入
所
し
て
い
る
と
き

●
支
給
額

重
度
の
場
合
�
１
人
に
つ
き
月
額

５
０，

９
０
０
円

中
度
の
場
合
�
１
人
に
つ
き
３

３，

９
０
０
円

※
手
当
は
１
年
に
３
回
、
４
月

（
12
月
〜
３
月
分
）、
８
月
（
４
月

〜
７
月
分
）、
11
月
（
８
月
〜
11

月
分
）
に
４
か
月
分
ず
つ
支
払
わ

れ
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶

養
手
当
に
該
当
す
る
場
合
は
、
健

康
生
活
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
各
制
度
と
も
に
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
。（
外
国
人
の
方

も
受
給
で
き
ま
す
）

こ
れ
ら
の
手
当
は
、
申
請
を
し

た
翌
月
か
ら
の
対
象
と
な
り
ま

す
。ま

た
、
各
制
度
の
受
給
者
が
受

給
要
件
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

（
転
入
・
転
出
・
氏
名
変
更
・
児

童
数
の
増
減
な
ど
）

は
、
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

健
康
生
活
課
児
童
係

２
１

４
４

内�

問�

所得制限未満の場合、全部支給または、一部支給となります。�
※一律控除（８万円）のほか、諸控除が受けられる場合があります。�

所得制限未満の場合に支給となります。�
※一律控除（８万円）のほか、諸控除が受けられる場合があります。�

190,000円�
570,000円�
950,000円�

1,330,000円�
1,710,000円�

0�
1�
2�
3�
4

1,920,000円�
2,300,000円�
2,680,000円�
3,060,000円�
3,440,000円�

2,360,000円�
2,740,000円�
3,120,000円�
3,500,000円�
3,880,000円�

0�
1�
2�
3

4,596,000円�
4,976,000円�
5,356,000円�
5,736,000円�

6,287,000円�
6,536,000円�
6,749,000円�
6,962,000円�

児童扶養手当所得制限限度額�

特別児童扶養手当所得制限限度額�

扶養人数�
本　　人� 配偶者・扶養義務者�

・孤児等の養育費�

扶養人数� 本　　人� 配偶者・扶養義務者�

全部支給� 一部支給�

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

と
は
？


